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【 請 求 項 １ 】
　 （ Ａ ） 眼 科 装 置 本 体 （ １ ２ 、 ２ １ ２ ） と 光 源 ユ ニ ッ ト （ １ ４ 、 １ １ ４ ） を 有 し 、
　 （ Ｂ ） 前 記 眼 科 装 置 本 体 （ １ ２ 、 ２ １ ２ ） が 、
　 照 明 光 を 被 検 眼 （ Ｅ ） に 照 明 す る 照 明 手 段 （ １ ６ ） と 、
　 前 記 被 検 眼 （ Ｅ ） か ら の 反 射 光 を 観 察 す る 観 察 手 段 （ １ ８ 、 ２ １ ８ ） と を 有 し 、
　 （ Ｃ ） 前 記 光 源 ユ ニ ッ ト （ １ ４ 、 １ １ ４ ） が 、
　 所 定 の 波 長 を 有 す る 治 療 光 を 発 生 す る 光 源 手 段 （ ４ ０ 、 １ ４ ０ ） と 、
　 前 記 光 源 手 段 （ ４ ０ 、 １ ４ ０ ） か ら 発 生 し た 治 療 光 を 前 記 被 検 眼 （ Ｅ ） の 所 望 部 位 に 導
光 す る 導 光 手 段 （ ４ ２ 、 １ ４ ２ ） と 、
　 前 記 光 源 手 段 （ ４ ０ 、 １ ４ ０ ） お よ び 前 記 導 光 手 段 （ ４ ２ 、 １ ４ ２ ） を 内 蔵 す る 筐 体 （
５ ２ ） と を 有 し 、
　 （ Ｄ ） 前 記 筐 体 （ ５ ２ ） 内 に お い て 、 前 記 光 源 手 段 （ ４ ０ 、 １ ４ ０ ） か ら 直 接 前 記 導 光
手 段 （ ４ ２ 、 １ ４ ２ ） に 治 療 光 が 入 光 す る 眼 科 装 置 。
【 請 求 項 ２ 】
　
　
　
　
　 前 記 光 源 ユ ニ ッ ト （ １ ４ 、 １ １ ４ ） が 、 前 記 眼 科 装 置 本 体 （ １ ２ 、 ２ １ ２ ） に 対
し て 着 脱 自 在 に 構 成 さ れ て
　

【 請 求 項 ３ 】
　 前 記 光 源 ユ ニ ッ ト （ １ ４ 、 １ １ ４ ） と 前 記 眼 科 装 置 本 体 （ １ ２ 、 ２ １ ２ ） と の 接 合 部 （
５ ６ 、 ２ ５ ６ ） を 、 バ ヨ ネ ッ ト 式 に 構 成 し て 着 脱 自 在 に し た こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ２ に
記 載 の 眼 科 装 置 。
【 請 求 項 ４ 】
　 前 記 導 光 手 段 （ ４ ２ 、 １ ４ ２ ） が 、 レ ン ズ 群 （ ４ ６ 、 ４ ８ 、 ５ ０ ） を 有 し 、 前 記 光 源 手

（ Ａ ） 眼 科 装 置 本 体 （ １ ２ 、 ２ １ ２ ） と 光 源 ユ ニ ッ ト （ １ ４ 、 １ １ ４ ） を 有 し 、
（ Ｂ ） 前 記 眼 科 装 置 本 体 （ １ ２ 、 ２ １ ２ ） が 、
照 明 光 を 被 検 眼 （ Ｅ ） に 照 明 す る 照 明 手 段 （ １ ６ ） と 、
前 記 被 検 眼 （ Ｅ ） か ら の 反 射 光 を 観 察 す る 観 察 手 段 （ １ ８ 、 ２ １ ８ ） と を 有 し 、
（ Ｃ ）

お り 、
（ Ｄ ） 前 記 筐 体 （ ５ ２ ） 内 に お い て 、 前 記 光 源 手 段 （ ４ ０ 、 １ ４ ０ ） か ら 直 接 前 記 導 光

手 段 （ ４ ２ 、 １ ４ ２ ） に 治 療 光 が 入 光 す る 眼 科 装 置 。



段 （ ４ ０ 、 １ ４ ０ ） か ら 発 生 し た 治 療 光 が 、 レ ン ズ 群 （ ４ ６ 、 ４ ８ 、 ５ ０ ） に 直 接 入 光 す
る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ～ の い ず れ か １ 項 に 記 載 の 眼 科 装 置 。
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